
（第８１条の４）
規則で定める規模の土地で
形質変更をする場合の調査等

（第８１条の６）
使用が廃止された有害物質使
用届出施設等に係る工場等の
敷地であった土地の調査等

（第８１条の５）
有害物質使用特定施設等を設
置している工場等敷地における
土地の形質変更時の調査等

（第８１条の４第２項・第８１条の５第１項・第８１条の６第１項）
土壌汚染状況調査の実施・調査結果の知事への報告

（第８１条の８第１項～３項）
指定基準に適合しない場合の管理区域の指定・公示

（第８１条の４第１項）
管理有害物質の使用履歴等
調査の実施・報告

（第８１条の１０）
健康被害のおそれがある場合の汚染の除去等の
措置命令

（第８１条の１１第１項～３項）
管理区域内での土地の形質変更の届出

（第８１条の８第４項～５項）
管理区域の指定解除・公示

使用等の可能性がある場合

（第８１条の９）
管理区域台帳の作成・保管・閲覧

（第８１条の１１第４項）
基準に適合しない場合の土地の形質変更の
計画変更命令

汚染の除去

（第８１条の３）
土地の所有者等及び土地
の形質変更者の一般的な
責務規定

（第８１条の２）
用語の定義

管理有害物質
＝ 特定有害物質＋

ダイオキシン類

■ 調査の実施

■ 管理区域の指定

■ 管理区域の管理

■ 総則

指定調査機関が
調査を実施

自主的な汚染の除去

大阪府生活環境の保全等に関する条例・施行規則（土壌汚染対策）のしくみ

（第４８条の２）
特定有害物質の定義

（第４８条の３）
土地の形質変更の定義

（第４８条の４第１項）
3,000㎡以上の区域内の
土地の形質変更を対象

（第４８条の４第２項～３項）
土地の利用履歴等調査の内容

（第４８条の１７）
・ 同一工場敷地の調査除外
・ 知事の確認による猶予

（第４８条の１９）
報告の期限

（第４８条の２０～４８条の２１）
土地所有者等への通知

（第４８条の１８）
知事の確認による猶予

（第４８条の５）
調査対象物質の決定方法

（第４８条の６）
調査結果の報告内容

（第４８条の７～４８条の１６）
土壌汚染状況調査の方法

（第４８条の２２）
指定の基準

（第４８条の２３）
指定の公示方法

（第４８条の２４）
台帳の作成方法

（第４８条の２６～４８条の２７）
土地の所有者等・汚染原因者への措置命令

（第４８条の３６～４８条の４０）
土地の形質変更の届出の方法

（第４８条の２５）
措置命令の対象となる土地の基準

（第４８条の２８～４８条の３５）
措置の実施の技術的基準 （第４８条の４１）

土地の形質変更の施行方法の基準

（第８１条の１２～
８１条の２１）

・ 指定の申請
・ 欠格条項
・ 指定の基準
・ 指定の取消し 等

■ 指定調査機関

（第８１条の７）
調査義務違反者に対する
勧告
（第１０６条第２項～３項）
調査違反者の公表
（第１１２条）
命令違反者に対する一年
以下の懲役又は五十万円
以下の罰金
（第１１４条）
届出違反者に対する三月
以下の懲役又は二十万円
以下の罰金
（第１１６条）
報告違反者及び検査拒否
者に対する十万円以下の
罰金

（第１０５条第２項）
報告及び検査

（罰則等）

■ 実効性の担保

（第４９条～５０条の４）
・ 指定の申請
・ 欠格条項
・ 指定の基準
・ 指定の取消し 等

（第７８条）
身分証明書

条例 規則
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